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議第78号

京都市市税条例等の一部を改正する条例の制定について

　京都市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成27年５月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市市税条例等の一部を改正する条例

（京都市市税条例の一部改正）

第１条　京都市市税条例の一部を次のように改正する。

　　附則第５条の３第１項中「平成39年度」を「平成41年度」に，「平成29

年」を「平成31年」に改める。

　　附則第６条を次のように改める。

　（寄附金税額控除の額の特例）

　第６条　当分の間，所得割の納税義務者が前年中に法第314条の７第１項

第１号に掲げる寄附金を支出し，かつ，当該納税義務者について法附則

第７条第12項の規定による同条第８項に規定する申告特例通知書の送付

があった場合においては，法附則第７条の２第４項の規定により控除す

べき金額を当該納税義務者の第27条の６第３項の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。

　　附則第７条第１項第４号を同項第５号とし，同項第３号の次に次の１号

を加える。

　　⑷　法附則第15条第18項本文　５分の３

　　附則第８条第１項に後段として次のように加える。

　　　この場合において，法附則第15条の８第４項において読み替えて準用

する法附則第15条の６第２項に規定する条例で定める割合は，３分の２

とする。
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　　附則第８条の２の見出し中「平成25年度」を「平成28年度」に，「平成

26年度」を「平成29年度」に改め，同条第１項中「平成25年度分」を「平

成28年度分」に，「平成26年度分」を「平成29年度分」に改め，同条第２

項中「平成25年度適用土地」を「平成28年度適用土地」に，「平成25年度

類似適用土地」を「平成28年度類似適用土地」に，「平成26年度分」を

「平成29年度分」に改める。

　　附則第11条第３項中「平成25年度」を「平成28年度」に改め，同条第４

項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。

　　附則第16条の４の次に次の１条を加える。

　（軽自動車税の税率の特例）

　第16条の５　法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する

第70条の規定の適用については，当該軽自動車が平成27年４月１日から

平成28年３月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の

規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた場合において，平成28年度分の軽自動車税に限り，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。

第70条第２号ウイ 3,900円 1,000円

第70条第２号ウウ 6,900円 1,800円

10,800円 2,700円

3,800円 1,000円

5,000円 1,300円

　２　法附則第30条第２項に規定する３輪以上の軽自動車に対する第70条の

規定の適用については，当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成28年
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度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第70条第２号ウイ 3,900円 2,000円

第70条第２号ウウ 6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

　３　法附則第30条第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対する第70条の

規定の適用については，当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成28年

度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第70条第２号ウイ 3,900円 3,000円

第70条第２号ウウ 6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

　　附則第17条を次のように改める。

　第17条　削除

　　附則第19条の３の２第２項中「株式等をいう。以下この項」の右に「及

び次条第２項」を加え，同条の次に次の１条を加える。

　（未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例）　

　第19条の３の３　所得割の納税義務者が，前年中に租税特別措置法第37条
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の14の２第５項第２号に規定する未成年者口座管理契約（以下この条に

おいて「未成年者口座管理契約」という。）に基づき同法第37条の14の

２第１項各号に規定する未成年者口座内上場株式等（以下この条におい

て「未成年者口座内上場株式等」という。）の譲渡をした場合には，法

附則第35条の３の３第６項に定めるところにより，附則第19条の２の２

第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する。

　２　租税特別措置法第37条の14の２第４項各号に掲げる事由により，同条

第５項第１号に規定する未成年者口座（以下この条において「未成年者

口座」という。）からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払

出し（振替によるものを含む。以下この項において同じ。）があった場

合には，当該払出しがあった未成年者口座内上場株式等については，そ

の事由が生じた時に，払出し時の金額（法附則第35条の３の３第２項に

規定する払出し時の金額をいう。以下この項において同じ。）により未

成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものと，租税特別措置法第37

条の14の２第４項第１号に掲げる移管若しくは返還又は同項第３号イに

掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあった未成年者

口座を開設し，又は開設していた所得割の納税義務者については，当該

移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった時に，その払出し時の

金額をもって当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった未成

年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式

等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと，同項第２号に掲げる相続若

しくは遺贈又は同項第３号ロに掲げる贈与により払出しがあった未成年

者口座内上場株式等を取得した所得割の納税義務者については，当該相

続若しくは遺贈又は贈与の時に，その払出し時の金額をもって当該未成

年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみ

なして，市民税に関する規定を適用する。

　３　未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の２第５項第５号に規定
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する課税未成年者口座を開設する所得割の納税義務者の同条第４項第３

号に規定する基準年の前年の12月31日までに同条第６項に規定する契約

不履行等事由が生じた場合には，法附則第35条の３の３第８項各号に定

めるところにより，市民税に関する規定を適用する。この場合には，同

項に定めるところにより，附則第19条の２第１項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額又は附則第19条の２の２第１項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する。

（京都市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　京都市市税条例の一部を改正する条例（平成26年６月19日京都市条

例第15号）の一部を次のように改正する。

　　附則第16条の４の次に１条を加える改正規定を次のように改める。

　　　附則第16条の５第３項表以外の部分中「附則第30条第３項」を「附則

第30条第５項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項表以外の部

分中「附則第30条第２項」を「附則第30条第４項」に改め，同項を同条

第３項とし，同条第１項表以外の部分中「附則第30条第１項」を「附則

第30条第３項」に改め，「初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規

定による車両番号の指定（以下この条において「」及び「」という。）」

を削り，同項を同条第２項とし，同条に第１項として次の１項を加える。

　　　　法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽

自動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番

号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受

けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税に係る第70条の規定の適用については，当分の間，次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

第70条第２号ウイ 3,900円 4,600円
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第70条第２号ウウ 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

　　附則第１条第４号中「及び附則第４条の３第２項」を「並びに附則第

４条の３第２項及び第16条の５」に改め，「，附則第16条の４の次に１条

を加える改正規定」を削り，「附則第16条の５」を「附則第16条の５第１

項」に改める。

　　附則第４条第１項中「同条表以外の部分」を「同条第１項表以外の部

分」に改め，同条第２項表以外の部分中「附則第16条の５」を「附則第16

　条の５第１項」に改め，同項の表中

「

」

を

附則第16条の５表以外の部
分

附則第16条の５の表第70条
第２号ウイの項

附則第16条の５の表第70条
第２号ウウの項

「

」

に改める。

附則第16条の５第１項表以
外の部分

附則第16条の５第１項の表
第70条第２号ウイの項

附則第16条の５第１項の表
第70条第２号ウウの項

附 則

（施行期日）

第１条　この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規
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定は，当該各号に定める日から施行する。

　⑴　第１条中附則第17条の改正規定及び附則第４条の規定　平成28年４月

１日

　⑵　第１条中附則第19条の３の２の改正規定及び同条の次に１条を加える

改正規定並びに次条第２項の規定　平成29年１月１日

（個人の市民税に関する規定の適用区分）

第２条　第１条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条

例」という。）附則第６条の規定は，平成28年度分の個人の市民税から適

用する。

２　改正後の条例附則第19条の３の３の規定は，平成29年度分の個人の市民

税から適用し，平成28年度分までの個人の市民税については，なお従前の

例による。

（固定資産税に関する規定の適用区分）

第３条　改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は，平成27年度分の

固定資産税から適用し，平成26年度分までの固定資産税については，なお

従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第４条　別段の定めがあるものを除き，平成28年４月１日前に課した，又は

課すべきであった第１条の規定による改正前の京都市市税条例（以下「改

正前の条例」という。）附則第17条に規定する紙巻たばこ（以下この条に

おいて「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税については，な

お従前の例による。

２　次の各号に掲げる期間内に，改正後の条例第83条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ

３級品に係る市たばこ税の税率は，改正後の条例第85条の規定にかかわら

ず，当該各号に定める税率とする。

　⑴　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで　1,000本につき2,925円
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　⑵　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで　1,000本につき3,355円

　⑶　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで　1,000本につき4,000円

３　平成28年４月１日前に改正前の条例第83条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（地方税法等の一部を改正す

る法律（平成27年法律第２号。以下「地方税法等改正法」という。）附則

第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法第469条第１項第１号

及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行われた紙巻たばこ３級品を同

日に販売のために所持する卸売販売業者等（改正後の条例第83条第１項に

規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販

売業者がある場合において，これらの者が所得税法等の一部を改正する法

律（平成27年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第52

条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を

同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項

の規定によりたばこ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販

売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合にあっては本市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販

売業者である場合にあっては本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級

品を直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限

る。）を同日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売

業者に売り渡したものとみなして，市たばこ税を課する。この場合におけ

る市たばこ税の課税標準は，当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ

３級品の本数とし，当該市たばこ税の税率は，1,000本につき430円とする。

４　前項の規定により市たばこ税を課される者は，同項の貯蔵場所又は小売

販売業者の営業所ごとに，地方税法等改正法附則第20条第４項に規定する

申告書を平成28年５月２日までに，市長に提出しなければならない。

５　第３項の規定により市たばこ税を課される者が前項の申告書を地方税法

等改正法附則第20条第５項の規定により京都府知事又は税務署長に提出し
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たときは，当該申告書を市長に提出したものとみなす。　

６　第４項の申告書を提出した者は，平成28年９月30日までに，当該申告書

に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

７　第３項の規定により市たばこ税を課する場合においては，同項から前項

までに規定するもののほか，改正後の条例の規定中市たばこ税に関する部

分（改正後の条例第84条から第86条まで，第88条，第89条及び第92条の規

定を除く。）を適用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる改正

後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

第９条第１項第２号 又は第88条第１項若しくは
第２項

，第90条第２項

第195条第１項 第195条第１項又は京都市
市税条例等の一部を改正す
る条例（平成27年　月　日
京都市条例第　号。以下
「平成27年改正条例」とい
う。）附則第４条第４項

申告書 申告書（第90条第２項の規
定による申告書にあっては，
平成28年９月30日までに提
出されたものに限る。）

第９条第１項第３号 第19項又は第88条第１項若
しくは第２項

第19項

第195条第１項 第195条第１項又は平成27
年改正条例附則第４条第４
項

提出期限 提出期限（平成27年改正条
例附則第４条第４項の規定
による申告書にあっては，
同条第６項の納期限）

第９条第１項第５号 税額 税額（第２号に掲げる税額
を除く。）
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第90条第１項 第88条第１項又は第２項の
規定により申告書　

平成27年改正条例附則第４
条第４項の規定により申告
書

第88条第１項又は第２項の
規定により申告納付する

平成27年改正条例附則第４
条第４項から第６項までの
規定により申告納付する

第90条第２項 第88条第１項若しくは第２
項

平成27年改正条例附則第４
条第４項

第90条の２第１項 第88条第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第４
条第４項

当該各項に規定する申告書
の提出期限

平成28年５月２日

第93条第２項 経過する日 経過する日（当該経過する
日が平成28年９月30日前で
ある場合には，同日）

８　卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により，本

市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した

紙巻たばこ３級品のうち，第３項の規定により市たばこ税を課された，又

は課されるべきものの返還を受けた場合には，当該卸売販売業者等が改正

後の条例第88条の規定により市長に提出すべき申告書には，地方税法等改

正法附則第20条第８項に規定する書類を添付しなければならない。

９　平成29年４月１日前に改正後の条例第83条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（地方税法等改正法附則第１

条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法第469条第１項第１号及び

第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた

紙巻たばこ３級品を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売

販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第52条

第８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の
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規定によりたばこ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売

業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である

場合にあっては本市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売

業者である場合にあっては本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品

を直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限

る。）を同日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売

業者に売り渡したものとみなして，市たばこ税を課する。この場合におけ

る市たばこ税の課税標準は，当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ

３級品の本数とし，当該市たばこ税の税率は，1,000本につき430円とする。

10　第４項から第８項までの規定は，前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第４項 前項 第９項

附則第20条第４項 附則第20条第10項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成29年５月１日

第５項 第３項 第９項

附則第20条第５項 附則第20条第10項において
準用する同条第５項

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日

第７項表以外の部分 第３項 第９項

同項 同項及び第４項

第７項の表第９条第１項第
２号の項

附則第４条第４項 附則第４条第10項において
準用する同条第４項

第７項の表第９条第１項第
３号の項

附則第４条第４項 附則第４条第10項において
準用する同条第４項



（議第78号）12

同条第６項 同条第10項において準用す
る同条第６項

第７項の表第90条第１項の
項及び第90条第２項の項

附則第４条第４項 附則第４条第10項において
準用する同条第４項

第７項の表第90条の２第１
項の項

附則第４条第４項 附則第４条第10項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成29年５月１日

第７項の表第93条第２項の
項

平成28年９月30日 平成29年10月２日

第８項 第３項 第９項

附則第20条第８項 附則第20条第10項において
準用する同条第８項

11　平成30年４月１日前に改正後の条例第83条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品

を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において，これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該

紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合にあっては本

市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合に

あっては本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する当

該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。）を同日に本市

の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したも

のとみなして，市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は，当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし，

当該市たばこ税の税率は，1,000本につき645円とする。
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12　第４項から第８項までの規定は，前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第４項 前項 第11項

附則第20条第４項 附則第20条第12項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成30年５月１日

第５項 第３項 第11項

附則第20条第５項 附則第20条第12項において
準用する同条第５項

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日

第７項表以外の部分 第３項 第11項

同項 同項及び第４項

第７項の表第９条第１項第
２号の項

附則第４条第４項 附則第４条第12項において
準用する同条第４項

第７項の表第９条第１項第
３号の項

附則第４条第４項 附則第４条第12項において
準用する同条第４項

同条第６項 同条第12項において準用す
る同条第６項

第７項の表第90条第１項の
項及び第90条第２項の項

附則第４条第４項 附則第４条第12項において
準用する同条第４項

第７項の表第90条の２第１
項の項

附則第４条第４項 附則第４条第12項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成30年５月１日

第７項の表第93条第２項の
項

平成28年９月30日 平成30年10月１日
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第８項 第３項 第11項

附則第20条第８項 附則第20条第12項において
準用する同条第８項

13　平成31年４月１日前に改正後の条例第83条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品

を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において，これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該

紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合にあっては本

市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合に

あっては本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する当

該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。）を同日に本市

の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したも

のとみなして，市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は，当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし，

当該市たばこ税の税率は，1,000本につき1,262円とする。

14　第４項から第８項までの規定は，前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第４項 前項 第13項

附則第20条第４項 附則第20条第14項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成31年４月30日
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第５項 第３項 第13項

附則第20条第５項 附則第20条第14項において
準用する同条第５項

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日

第７項表以外の部分 第３項 第13項

同項 同項及び第４項

第７項の表第９条第１項第
２号の項

附則第４条第４項 附則第４条第14項において
準用する同条第４項

第７項の表第９条第１項第
３号の項

附則第４条第４項 附則第４条第14項において
準用する同条第４項

同条第６項 同条第14項において準用す
る同条第６項

第７項の表第90条第１項の
項及び第90条第２項の項

附則第４条第４項 附則第４条第14項において
準用する同条第４項

第７項の表第90条の２第１
項の項

附則第４条第４項 附則第４条第14項において
準用する同条第４項

平成28年５月２日 平成31年４月30日

第７項の表第93条第２項の
項

平成28年９月30日 平成31年９月30日

第８項 第３項 第13項

附則第20条第８項 附則第20条第14項において
準用する同条第８項

（その他の経過措置）

第５条　この附則に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措

置は，市長が定める。

（関係条例の一部改正）

第６条　京都市市税条例の一部を改正する条例（平成25年６月17日京都市条
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例第11号）の一部を次のように改正する。

　　附則第19条の３の２第１項の改正規定中「の株式等」を「令附則第18条

の６の２第３項の規定により，当該非課税口座内上場株式等の譲渡による

事業所得の金額，譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上

場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額，譲渡所得の金額又は

雑所得の金額とを区分して，これら」に，「の上場株式等（同法第37条の

11第２項に規定する上場株式等をいう。）」を「法附則第35条の３の２第４

項に定めるところにより，附則第19条の２の２第１項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等」に改める。

提案理由

　地方税法等の一部改正に伴い，軽自動車税の税率の特例を定める等の必要

があるので提案する。


